
　国民健康保険事業については、国の制度に基づき運営されているため、基本的な事
項は、概ね統一されていますが、保険税の算定方法が異なりますので相模原市の制度
に統合します。

◆国民健康保険税（年額）

新　市藤野町相模原市区　分

相模原市の制度に統
合します。

５．７０％５．７６％医療分
所得割

１．１５％１．１５％介護分

３９．５０％１０．００％医療分
資産割

９．８７％２．６０％介護分

１８，２００円２２，５００円医療分均等割
（１人あたり） ５，１００円５，１００円介護分

２０，０００円２２，８００円医療分平等割
（１世帯あたり） ５，４００円５，４００円介護分

３１３，４００円３０９，１００円医療分
保険税額

（モデルケース） ５６，４００円５３，６００円介護分

３６９，８００円３６２，７００円合　計

※平成１７年度賦課時の税率、金額を使用。
モデルケース
加入者数３人（４２歳の夫、３８歳の妻、１２歳の子）
夫の所得４，０００千円　妻と子の所得無し
固定資産税額　７５，０００円（夫名義で３７，５００円、妻名義で３７，５００円）

国民健康保険

　介護保険事業は、相模原市の制度に統合します。
　また、新市としての保険料は、合併時に策定する新たな介護保険事業計画に基づき
算定しますが、合併後は、下記の相模原市の保険料額に近い金額になると見込まれます。

◆介護保険料（年額）

新　市藤野町相模原市区　分

相模原市の制度に統
合します。

１６，２００円１７，３００円第１段階

２４，３００円２６，６００円第２段階

３２，４００円３６，９００円第３段階

４０，５００円４６，１００円第４段階

４８，６００円５５，４００円第５段階

－７３，８００円第６段階

※第１段階　生活保護受給・老齢福祉年金受給者非課税世帯
第２段階　世帯全員が住民税非課税
第３段階　本人が住民税非課税
第４段階　本人が住民税課税で合計所得金額が２００万円未満
第５段階　本人が住民税課税で合計所得金額が２００万以上１０００万円未満
第６段階　本人が住民税課税で合計所得金額が１０００万円以上
注　下線部分は相模原市のみ

※保険料は、３年ごとに算定します。表は、現行（平成１５～１７年度）の保険料額です。

介護保険

　個人市（町）民税については、相模原市と藤野町の税率に違いはありませんが、法
人市（町）民税の法人税割の税率は、相模原市の税率に統合します。
　固定資産税については、納期を相模原市の制度（５月・７月・９月・１２月）に統合
します。
　また、藤野町に所在する床面積１，０００平方メートルを超えるか、従業者１００人を超え
る事業所については、新たに事業所税を負担していただきますが、合併年度を含む６
年度の間は課税されません。

新　市藤野町相模原市区　分

３，０００円３，０００円均等割民
税　
　
　
 

個
人
市
（
町
）

２００万円以下　　　 ３％
２００万円超　　　　 ８％
７００万円超　　　　１０％

２００万円以下　　　 ３％
２００万円超　　　　 ８％
７００万円超　　　　１０％

所得割

５万円～３００万円
（資本金等、従業者数により９段階）

５万円～３００万円
（資本金等、従業者数により９段階）均等割

民
税　
　
　
 

法
人
市
（
町
）

＜資本金等＞　＜税率＞
１０億円以上　　 １４．７％
５億円以上　　 １３．５％
５億円未満　　 １２．３％
　ただし、合併年度（Ｈ１８年度）に
限り、藤野町に所在する法人につい
ては、合併前の税率を適用します。

１２．３％

＜資本金等＞　＜税率＞
１０億円以上　　 １４．７％
５億円以上　　 １３．５％
５億円未満　　 １２．３％

法人税割

１．４％１．４％固定資産税

１，０００円１，０００円
原動機付
自転車
（５０㏄以下）

軽
自
動
車
税　

※
１

７，２００円７，２００円四輪乗用
（自家用）

４，０００円４，０００円四輪貨物
（自家用）

１，０００円１，６００円１，０００円小型特殊
（農耕作業用）

資産割　床面積１平方㍍に
つき６００円

従業者割　従業者給与総額
の０．２５％

　ただし、合併年度を含む
６年度の間に限り、藤野町
に所在する事業所について
は、課税免除とします。

－床面積１平方㍍ につき
６００円資産割

事
業
所
税　

※
２ －従業者給与総額の０．２５％従業者割

１人１日１５０円
＜課税免除＞
○年齢１２歳未満の者
○共同浴場又は一般公衆浴
場に入湯する者

○入湯料金が１，０００円以下
の公衆浴場に入湯する者

１人１日１５０円
＜課税免除＞
○年齢１２歳未満
の者

○共同浴場又は
一般公衆浴場
に入湯する者

１人１日１５０円
＜課税免除＞
○年齢１２歳未満の者
○共同浴場又は一般公衆
浴場に入湯する者

○入湯料金が１，０００円以
下の公衆浴場に入湯す
る者

入湯税

０．３％※３－０．３％都市計画税

※１　軽自動車税は、主な軽自動車等について掲載しています。
※２　事業所税は、床面積１，０００平方メートルを超えるか、従業者１００人を超える事業所に課税されます。
※３　都市計画税は、「線引き」がされている区域のうち市街化区域内の土地及び家屋に課税されます。
　　　（３面の「都市整備」の土地利用（都市計画区域及び区域区分等）をご覧ください。）

地方税

　住民票の写しや印鑑証明、市（町）県民税の課税証明などの
手数料は、原則として、相模原市の制度に統合します。

各種証明手数料

水道料金
　水道事業は、神奈川県企業庁が実施しており、相模原市と藤野町の料金体系に違い
はありません。
　藤野町の町営簡易水道（５施設）の料金は、現行のとおりとします。なお、合併後、
それぞれの地区にふさわしい水道事業のあり方について検討します。

新　市藤野町相模原市区　分

現行どおり４，０３４円４，０３４円県営水道料金
（モデルケース）
※県営水道料金は、基本料金に２か月間の使用水量に応じた額を加えた額となります。
　ここでは、一般的家庭が２か月間で４０m3使用した場合の料金（消費税を含む）を
モデルケースとしています。

公共料金など

下水道使用料
　原則的に、相模原市の使用料体系に統合します。なお、新市において改定時期及び
減免規定の見直しを行います。

新　市藤野町相模原市区　分

３，４７５円３，２７６円３，４７５円下水道使用料
（モデルケース）
※下水道使用料は、基本料金に２か月間の使用水量に応じた額を加えた額となります。
ここでは、一般的家庭が２か月間で４０m3使用した場合の料金（消費税を含む）をモ
デルケースとしています。

農業集落排水施設使用料
　藤野町の農業集落排水施設使用料は、現行のとおりとします。なお、農業集落排水
事業については、合併後、他の生活排水処理施設整備事業（公共下水道・合併処理浄
化槽）との調整を図ります。

新　市藤野町相模原市区　分

現行どおり

定額使用料
　１戸当たり１，５００円／月
人員割使用料
　人員１人当たり２５０円／月

－施　設
使用料

ふるさと芸術村構想
　藤野町において、ふるさと芸術村構想として取り組んでいる「藤野町ふるさと芸術
村メッセージ事業」や「野外彫刻」などについては、地域性を尊重し、現行のまま新
市に引き継ぎます。なお、事業規模、事業内容等については、新市において検討しま
す。

地域振興

地域活性化イベント
　相模原市観光振興計画における地域活性化イベント事業の発展・充実を図ります。
　藤野町のイベントについては、地域性を尊重し、相模原市観光振興計画に基づき位
置付けを行います。

住民票・印鑑証明など　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新　市藤野町相模原市区　分

３００円

５人までを１枚とし
３００円
２枚目以上は１人増
すごとに６０円

３００円住民票の写し

３００円３００円印鑑登録証明書

４５０円４５０円戸籍の謄本・抄本

（１通あたり）

税関係証明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新　市藤野町相模原市区　分

３００円３００円市（町）県民税
課税証明書

３００円３００円市（町）県民税
納税証明書

　（１件あたり）


